
講演E 国や福島県の健康支援に信頼が得られるために

国や福島県の健康支援に

口頼が得られるために

• 
演者紹介

• 
j畢 続きまして、ご講演いただきます上智大

学神学部の特任教授、島薗進先生のご略歴を

紹介させていただきます。

島薗先生は、昭和49年に東京大学大学院人

文科学研究科修士課程を修了されたのち、東

京大学文学部宗教学宗教史学科助教授、東京

大学文学部教授、シカゴ大学宗教学部の客員

教授、ベネチア・カフォスカリ大学客員教授

を歴任されたのちに、平成25年に上智大学神

学部教授、グリーフケア研究所所長にご就任

されまして、現在に至っています。

演題は「国や福島県の健康支援に信頼が得

られるために」です。それでは島薗先生、お

願い申し上げます。

島菌 ご紹介ありがとうございました。私は

宗教学というものをやってまいりましたが、

1990年代から生命倫理の問題に取り組んでま

いりまして、そういう関心から、今回、放射

性物質による健康への影響の問題ということ

上智大学神学部特任教授

島薗進

で、文系の立場からこの問題をともに考えて

きたという事情があります。

先ほどの森口先生のお話で、信頼の条件が

整えられる必要があるということがありまし

た。これは非常に重要だ、と思います。それか

ら木田先生のお話の中には、健康支援という

コンセプトが足りなかったのではないだろう

か、不安に対処する、不安をなくすというこ

とが目標になっていて、健康支援ということ

がうまく立てられていなかったのではないだ

ろうかというお話がありました。

私の理解では、政府あるいは福島県、ある

いは専門家の方たちの対応の中で、健康支援

のコンセプトの確立が十分になされていなか

ったことを被災地の方々の多くが感じておら

れて、そこで信頼の条件が崩れていると受け

とめざるをえないところがあるのではないだ

ろうかと思います。

つまり、なぜ信頼の条件が崩れてきたのか、

どうすればその信頼が回復されるのかという

ことと併せて、今後どのような医療支援がな

されるべきかということを考えていく必要が
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あると思います(図表1)。
安定ヨウ素剤は配布・服用指示

されなかった

• 
本日のパワーポイントの資料は印刷しであ

りませんが、資料の30ページ・ 31ページにお

およその内容が出ています。この流れに沿っ

てお話をしたいと思います。

• 
最初の話題ですが、安定ヨウ素剤が配布さ

れたり、あるいは服用を指示されるというこ

とがうまくいかなかったのは、被災地の住民

にとって大変な衝撃であり、苦悩の原因にな

っていると思います。

図表1

図表2
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2014年2月22日

医師会総合研究機構・日本学術会議共催シンポジウム

原発災害後の国民の健康支援のあり方について

上智大学教授

島薗進

これは福島県のリスクアドバイザーになら

れた山下俊一先生も、ある時点で服用の指示

がされなければならなかったということに気

がついたと言っておられます。図表2は朝日

新聞の「プロメテウスの畏」に昨年の11月に

出た記事です。

図表3はきょうあとでお話しになる明石先

生ですが、明石先生もそのように言っておら

れます。3月に放射性物質の拡散が懸念され

た時点で、いくつかの市町村では自主的に服

(プロメテウスの畏)医師、前線へ 22 聞く度に話変わった

2013年 11月 9日05時 00分

ト安定ヨウ素剤は

配布・服用指示され
なかった。

量瞳玄教授の山下俊一 (61)は、 1999年に起きた.JCO_1量豊重盤のあと原平力安全書

量全で安定ヨウ素剤服用のマニュアルづ‘くりを担った，人物だ。

その山下が、なぜ安定ヨウ素剤に否定的なのか。

山下への取材は計3因。記憶があいまいなのか、話を聞くたびに内容が遣っていた。

今年6月のやりとり。

一一一蓋話量里立医大でヨウ素剤服用は不要だと結論を出しました。

「福島に入ったときは情報が芯かったんです。情報といえば韮詰量皇立医大で測定していた空 -

間線量のデータぐらいで・・・・・・。3月 23日にスピーディの結果を見て、ありゃーとJ .・・・
--'情報がないのになぜ不要と結論を出したのですか。 司，

「日本の原発はフィルターがついていると思っていた。曲射性物質があんなに広範囲に広

がっていると思わなかったj



用されたのですが、それについても、「いや、

服用すべきではない」とか、「服用する方が

リスクが高い」というようなことが言われた

ために、跨賭されたりした。なぜ、このよう

なことが起こったのだろうか。甲状腺への健

康影響が大いに懸念されていますが、こうい

う事態はどこかで「なぜそうだ、ったのか」と

いうことを明らかにし、今後はそのようなこ

とがないようにする必要があると思います。

• 

低線量被ぱくの健康影響情報は

誤って伝えられた

• 

それから、こちらは日本学術会議も関わっ

ていることですが、低線量被ぱくがどのよう

に健康に影響をもたらすかということについ

て、情報が非常に錯綜した。いわゆる「直線

しきい値なし仮説 (LNT仮説)Jというも

図表3
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のがあります。100ミリシーベルト以下でも、

線量に比例して影響は減るが、それでも影響

はあるという説です。これをどう説明するか

ということで、大いに混乱があった。

明石先生のおられる放医研には、 100ミリ

シーベルト以下ではがんの過剰発生がみられ

ないという放射線被ばく早見図が1年ほど出

ていた(図表4)。それが2012年になってひ

っそり書きかえられたということですが、な

ぜ、そのようなことが起こったのか。不安を

起こさせないようにという配慮のために、情

報が正しく伝えられなかった、適切に伝えら

れなかったということがあったのではないか

と思われます。なぜ、そのようなことになっ

てしまったのかということも、大いに反省す

べきことであろうと思います(図表5)。

実はこれは今でも続いていて、 100ミリシ

ーベルト以下ではどうかとか、 20ミリシーベ

(プロメテウスの畏)医師、前線へ 23 消えたファクス

2013年 11月 10日05時 00分

長瞳玄の山下俊一 (61)とともに安定ヨウ素剤の服用問題に大きな影響を与えたのが盤

射線医掌総舎研究開 (放医研)の緊急被ぱく医療研究センター長、明石真言 (60) だ。

明石かう話を聞いたのはことし 6月だった。明石はこういった。

「いま思えば、飲ませればよかった」

2011 年3月 14日、放医研はl束手内容全零昌舎の定めた服用法か5逸脱し芯いよう声

明文を出した。国や県の指示が芯い状態で飲むな、ということだ。園、県は指示を出さな

かったため、安定ヨウ素剤を飲んだのは三重.I!!I民などごく一部だけ。その三重.I!!Iにしても、

一時は「勝手に飲ませたJと批判された。

その声明文について聞いた際の答えが「いま思えば」だった。

「でもJと明石は釈明した。 • 「あのとろは皇室i墜へのヨウ素剤服用指示や、傷病者の受け入れなど対応すべきととが多

くて・・・・・・」
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• 
初期被ばく線量測定は避け5れた

• 
それから、森口先生のご説明の中にも、放

射能対策分科会では、健康被害はあまり懸念

されないと書かれていますが、大いに問題な

のは、初期の被ばく線量測定値というのが非

常に少ないということです。これについては、

今行われています放射線防護に関する有識者

会議でも、座長の長瀧先生が「痛恨の極みで

ある」とおっしゃっています。

チェルノブイリでは数十万人の方に行われ

た検査が、日本では1.000人あまりに行われ

ているにすぎない。しかもその1，000人のデ

ータというのは、きわめてあやふなや簡易測

定によるものです(図表9・10)。そういう

ものを基礎にして初期被ばく、とりわけ甲状

腺の内部被ばくについて推定しなければなら

図表9

。向害対問一一村川俣町いわき市 | 
の3町村の1.080人の児童を対象とした「スクリーニング謁査J 1: 

。原子力安全委員会「小児甲状腺被ぱく調査結果に対する評価に | 

つルをい超てえJ(る20も1の1が年い9る月か9ど日う)一か「を今調回べのる調こ査とはが、目ス的クでリ実ー施ニさンれグたレ簡ネ ; ! 
易モニタリングであり、測定値

響やりスク評価したりすることは適切ではないと考えるん 11 

**************************** 
。弘前大被ぱく医療総合研究所の床次真司教授らが2011年4月
12-16日に行った調査。計画的避難区域に指定された浪江町津島
地区に残っていた17人と、南中目馬市から福島市に避難していた45
人の計62人

| 。調会…放査の推医J報研定告の…障書差滋{礎2初0実期1測…3の資年ヨ料2ウ月の霧}主等が…Z短依Zも極半の穏すま期る…ζ実にの潤よ2るデコ内.…部タ彼ー圏氏直線科…量学委評冥‘置'‘ I 

図表10
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Ig以下はチ工山りの甲状腺が…ての信頼できる叶
「チ工jレノブイリ甲状腺がんの歴史と教司IIJ

j… 「日本では甲状腺内ヨウ素の直援測定lはま1000人強分しか行われ
なかつたが、チ工jレノブイリでは実にその数百倍になる350.000人
分もの測定が行われているJ.r例えばウクライナでは、ブリピャチか5
の避難者65人に対し、喉と胸にスペクトロメーターを当ててト131、
卜132、卜133、Te-132を測定する特殊な方法がとられたほか、合計
で約150.000人分の測定値が残された。また、日本では大部分がサ
ーベイメーターによる測定であったが、ウクライナでは約56.000人
分がスペクトロメーターによって測定されており、放射線の強さだけ
でなく、被種までが分かる形でデータが残されているJ。
<)しかも日本のその1000人の実測データはほとんど科学的な価値
をもたない。①原子力災害対策本部の2011年3月26-30日の調査
は簡易測定で得られた数値は科学的価値をもたない。②弘前大床次
員司教授らの4月12-16日は被爆量の多い浪江町で17人のみ。6J5.. 
人中子どもは9人だけ。以上、CiJ(g:が主。 -
「災害時の科学者・研究者の責任・続JI1tlo://shimazono.soinavi.neυ一

ないという状態が続いてきたという問題があ

ります。これについては新聞でも何度も報道

されています。

原子力安全委員会も、簡易的な測定では、

科学的なデータとして用いることはできない

ので、さらに詳しく検査をすべきであるとい

う指示を出しましたが、行われなかった。対

策をとった国側は、不安を起こさないように

ということを掲げるわけです。しかし、不安

を起こさないためと言うと、 真実を知る、科

学的なデータを適切に取るということが避け

られてしまうということがここでも行われた。

そのように考えられます(図表11・12)。

弘前大学の床次先生は60人ほどのデータを

取られたわけですが、これについても途中で

やめるようにという指示が入った(図表13・14)。

なぜかというと、不安になるからと言うこ

とです。健康についての大事なデータを、不

図表11

N.初期被曝線量測定は避けられた

f<甲状腺内部被ぱく>国が安全委の追加検査要請拒否」毎日
新聞(2012年2月21日)

「国の原子力災害対策本部(本部長・野田俊彦首相)が東京電

力福島第1原発事故直後に実施した子供の甲状線の内部被ぱ

府原子力安全委員会からより精密な追加検査を求められなが

ら、 「地域社会に不安を与える」などの理由で実施に応じなかっ

一 分一門一眼彼ぱくの実態慨につな | 
がるデータが失われてしまった」と国の対応を問題視してい
る。

対策本部は昨年3月26~30日 、福島第 1 原発から30キロ

鉱圏外で町被ぱく人線に量簡が易高式いの可検能出性器の時ある北地域甲で状、腺O彼~ぱ15く歳検の査子事

図表12

「安全委が設けた精密な追加検査が必要な基準(毎日寺0.2マイ

クロシーベルト)を超えた例はなかったが、福島県いわき市の子

供1人が毎時0.1マイクロシーベルトと測定され、事故後の甲

状腺の積算彼ぱく線量は30ミリシーベルト台と推定された。対

策本部か5調査結果を知らされた安全委は同30目、との子供
の正確な線量を把獲するため、より精密t;s.彼ぱく量が分かる甲
状腺モニターによる測定を求めた。安全委は「ヨウ素は半減期

が短く、早期に調べないと事故の実態把握ができなくなるため

測定を求めたJと説明する。
しかし、対策本部は4月1日、(1)甲状腺モニターは約1トン

と重く移動が困難(2)測定のため子供に遠距離の移動を強い
る(3)本人や家族、地域社会に多大な不安といわれ忽き差別を

与える恐れがあるとして追加検査をしないことを決定したJ.• 



安になるから取らないということは、医療倫

理上私はありえないことだと思うのですが、

この場合はそういう理屈が通るということに

なっていた。それは大いに問題だろうと思い

ます。

もちろん不安に配慮しないでよいというこ

とではありません。あるいは大げさに言って

び、っくりさせるというようなことはあっては

ならないことですが、科学的データをしっか

り取り、それを正しく適切に被災地の住民に

伝えるということは、ぜひとも必要であった

はずで、はないだろうかと思うわけです。

図表13

「福島原発:県が内部被ぱく検査中止要請弘前大に昨年4月」
毎日新聞(2012年06月14日)

「東京電力福島第1原発事故後、福島県浪江町などで住民の内部被ぱ
くを検査していた弘前大の調査班に、県が検査中止を求めていたこと
が分かった。県の担当者は事実確認できないとしつつ「当時、各方面
か5調査が入り『不安をあおるjとの苦情もあった。各研究機関にf(調
査は)慎重に』と要請しており、弘前大もその つだと思う」と説明。調
査班は「きちんと検査していれば事故の影響を正しく評価でき、住民
も安心できたはすだ」と当時の県の対応を疑問視している。

弘前大被ぱく医療総合研究所の床次長司(とこ忽み・しんじ)教授
らは昨年4月 12~16日、放射線量が高く、後に計画的避難区主義に指
定された浪江町津島地区に残っていた17人と、南相馬市から福島市
に避難していた45人の計62人について、住民や自治体の了解を得
ながら甲状腺内の放身射t性ヨウ素131;をを測定した。乙のうち3人は2度i 服一検髄一査の後も継続検査の計画宅をE立てていた。ところが県地域医療課か
境の数値を測るのはいいが、人を測るのは不安をかき立てるから
てほしい」と要請されたという。

図表14

る把の握一情「ヨ方で報ウきt素P学古芯1減品い3期、J1bはちは~;~限8だ3日状院jとと銀腺指短aと摘くたf1iすまa早射るり期s.やa綬nす査σくし不、が芯安ん7がれ刀長リま弓ス札原ク、発てを事い高故るめののる影tとa当響され跨を

外しの、県しヨにてウ地もき素足県たの1医3j療災と1課害の説対肉の瞬策商担す閣本当るは者部0Ii.くはとd実しfz調やてζ匂デ『う侯としり民タたの伺{要ま詳bま請細情と配まんを暗記寮と果憶残し、てさと事恕れほ紋い芯し初.い釦弘期iコ前段とic大お階.以願で

人阪ウ50素6がヲミ2札を贋人リ吸た際シのと引原綾のし子ハ奮見た力デとレ方機卜仮が闘を定タ有の超はし力定え即てにめて内砿こたい公自っ臨甲た表て状。さぱおた腺れくりだのb再事tしん積現解政算を在析翌線防が肱日量ぐ進3のヨを月め昨ウ緩1ら年義計5れ克3日して月服た[ζい1と用ヨ2ると基ヲ自.る準素己、のヨを5 

月ウ下素甲を状旬直腺、飯簸の舘測内村る部なと被どとぱのがく0で検~き査1なを5い歳巡簡っの易て計式は1の、0国8検の0出人原器に子だ実力っ施災たし害。たj対[が町策、田本と結れ部子はもヨ13・‘F 
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リスコミという名の下で、「不安にさせないJ
という大義が真実を隠すことを正当化する

このように、放射能による身体的な健康影

響よりも、不安こそが問題であり、心理的・

精神的影響の方が大きい。その心理的・精神

的影響というのは、もっぱら放射能に対する

不安であるという理論があります。私はそれ

はかなり特殊な理論であると思うのですけれ

ども、どのようにしてその理論ができたのか

というと、長瀧重信先生のご本にある程度書

かれています(図表15)。

長瀧先生はチェルノブイリの支援に行かれ

まして、 1990年からチェルノブイリと関わり

始めて、そのチームは数年間にわたりたくさ

んの子どもたちの内部被ばくのデー夕、ある

いは血液検査のデータを取られました。最初

にゴメリを訪れたときに、地域の住民が放射

能の身体に及ぼす影響に対し、強い不安を抱

いているので、自分たちの使命は、まずこの

不安を取り除くことであると確信したと書い

ておられます。

第一印象が大事だということは、私は否定

はいたしませんが、それによって、まず考え

方を決めてしまうのはどうか、科学的なこと

であろうか、そのように思います。不安の方

が重要であるという科学的データはどこにあ

図表15

V.リスコミという名の下で、「不安にさせない」
としち大義が真実を隠すことを正当化する

瀧重信『原子力災害に学ぶー放射線の健康影響とその対策』丸善

(2012年)

笹川チェルノブ、イリ医療協力事業を振り返って~(2006年)

• 
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るのかというと、あまり聞いたことがない。

そういうことなのです(図表16・17・18)。

長崎大学はチェルノブイリ支援で大きな役

割を果たし、その後、放射線のリスク管理の

拠点校としてCOEなどを取ってこられまし

て、これはその報告書ですが、この中でリス

クコミュニケーションということが大いに話

題になっています(図表19)。

しかし、この報告書には、リスクコミュニ

図表16

!長瀧重信氏『問畑町射線の健開とその対 |

策』丸善(2012年)

卜1991一96) 111 
I i … 玖切…ク勿幻ワ口…ゴD訓叫…メ刈かリ小へ
「こ乙で強く感じたのは、事故が汚染地干待管住民の精神に非常に大 11山11 l 

: きな影響を与えている、というととであつた。ま雪す=、入院している 1:
患者のほとんとど、lはまチ工IJルレノプイリ原発事故によつて病気に左芯よつた |卜1 

と信じていた」ム。 1

f[ある]患者はパセドウ病であるが、原因はチ工ルノブ.イリ原発事 l
故で、原爆の専門家の先生はすぐに治してくれると期待している

といわれた。また病院で出産した新生児の母親は、自分たちの子 11

どもに奇形はないか、いつ白血病あるいは癌になるのか、いつま 11

i で生きられるのかなどと大きな不安に駆られており、まさに _11 
一 半狂乱の状態である。」凶 ，..，~ 

図表17

長瀧重信氏 f原子力災害に学13i-放射線の健康影響とその対 III
策J(続)
「今まで政府の350mSvまでは安全であるとの話を信用してき

たが、最近海外からの報道関係者はこの地域は汚染されており、

放射線による病気でたくさんの人が亡くなり...と報道している。!ーし……町一で原爆の調査治療の経験のある日本の専門家が来てくれたとと

は本当にうれしい。本当に頼りにしていると医者冥利に尽きるほど

の信頼の眼で見られたととは忘れられない。また、医療協力として

1 もっとも大切芯ことは、この住民たちの不安に応えることにあると
確信した。Jp44

i 

0疑問。ます「不安Jに強い印象を受けたのは分かるが「不安こ 】:i
そ問題jという「確信Jに医学的根拠はあったのが .1 

図表18
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長瀧重信氏 『原子力災害に学ぶー放射線の健康影響とその対

策j(続々 )

ff何をすべきかJについては、先ほど述べた現地での経験か5、医
療協力としてはなによりも住民のパニックともいうべき不安状態

に対応することが最重要であると考えた。そのために「何ができる

かjとしての調査団の結論は「人道的には親の前で子どもを診察

し、少なくとも現在心配すべき病気はないと親に告げることであ

った。これが、一番早くとの極端芯不安を取り去る方法であると考

えた。またさらに、可能な限りたくさんの子どもを診察すると同時

に、その診察した結果を科学的な調査結果としてまとめ、被曝の

ド腕明白l一一…の不安を取り除くことを白的とすべきであるということになった。」

p47 • 

ケーションとして行われているのは、リスク

コミュニケーションの専門家の話を聞くこと

で、リスクコミュニケーションとは何かにつ

いての考察は、医学側や放射線健康影響研究

者の側からは、あまりなされていません。

科学的データと医学側が考えるものをどう

わかりやすく説明するかというのは、一方向

的なリスクコミュニケーション観と言われて

います。だいぶ前からそういう考え方は適切

ではない、さまざまな当事者との間でのやり

とりが重要で、あると言われているのですが、

そのようなリスクコミュニケーション観が、

ここではほとんど表れていないようです。

図表18は、長瀧先生が1990年にモスクワ

のゴメリで、いかに住民の不安が著しいかと

いうことに強い印象を受けたことを書いてお

られるものです。

ここで、「少なくとも現在心配すべき病気

はないと、親に告げることであった」と、ま

だ調査を始める前からおっしゃっているわけ

です。医療の中では、患者さんの心理を的確

に察知して、医療側が適切な情報提示をする

ということは必要ですが、そこに真実を隠す

ということは入っていないと思いますし、よ

くわかっていないことを科学的な説として示

すということも適切とは言えないことです

が、そのような考え方があると受け止めざる

図表19

山下俊一氏はグローパルCOEでリスコミを需品題としていた。

。パターナリス。ムに基づくリスコミ論を克服できなかった。



をえないわけです。

山下俊一先生は、長瀧先生のもとでこのチ

ェルノブイリの支援に参加されたわけです

が、長瀧先生はチェルノブイリを「千載一遇

のチャンス」と捉えられたと発言しておられ

ます。要するに大規模なデータをとって、そ

れが疫学史上の大きな成果になる。しかし、

それが個々の患者さんのための健康支援のデ

ータとしてどう使われるかということは、あ

まり具体的に考えられていない。このような

ことが書かれています。そしてまた、甲状腺

のがんが出てきたときに、それまで被害は少

ないと述べてきたのですが、とんでもないこ

とが起こったのではないかと気がつかれたと

いうことも述べておられます(図表20)。

一方、山下先生とともに福島医大で副学長

を務められている神谷先生、広島の原医研の

先生ですが、「国民はリスク論について十分

な教育を受けていないので、専門家が提示す

るリスクを正しく理解できない。これが混乱

の原因だ」と言っておられます(図表21)。

しかし、こういう考え方は古いリスクコミュ

ニケーションの考え方であり、当事者が考え

ているリスクとの間でコミュニケーションを

取りながら、適切な理解にたどり着く 。こう

いうことが今のリスクコミュニケーションの

理解ではないかと思います。

図表20

山下俊一氏のリスコミ経験、向上書、p11
「当時は、チエJレノプ'イリの事故は自分には関係芯い地球の反対側
のととだと思っていました。ところが帰ってきてみると、長瀧先生lま
チェルノブイりを千載一遇のチャンスだととらえて尽力されていまし
た、長崎は原爆被爆者のデータの宝の山をキチンと世界に還元してい
ないということもあり、日本核医学会総会は長崎大学医学部第1内科
の一大イベントだったのです。Jp11
。長瀧氏の「手足となチェっルてノjpブ1イ11動リでいのた山下氏は「安心させるjとと
を至上命題として 検査にあたった。
「すぐに感謝されたのはセシウム137をホールボディカウンターで測
定して、その体内被曝を心配しないでよいと子どもたちゃ親たちに知
うせてからです。そこではじめて現場は安心するのです。それしか現
場ではすぐに結果が出ないのです。ですから、ますは心配要らないと
伝えられることがまず第1ですね。Jp17-18
。でも当時のWBC検査でほんとうに健康被害がないと断言でき
たのだ問。円は甲状腺がんの報告の後山もなし@
とが現地では起こっているのではないか」と「漠然たる不安」
をもったと述べている。

講演E 国や福島県の健康支援に信頼が得られるために

• 
県民健康管理調査の問題点

• 
県民健康管理調査については、 2点を申し

上げたいと思います。

lつは、木田先生も話されましたが、健康

不安こそが問題であり、この県民健康管理調

査は不安をなくすためだと、最初の時点では

みなされていたことです。

福島県の木田先生をはじめとする医師会の

方たちが、現場の感覚に基づいて、これでは

適切ではないと、健康支援こそ必要だと主張

した。そこで、健康不安への対策から、健康

支援へと今では目的が変わっています。しか

し、先ほど森口先生が示された、原子力規制

庁の帰還に向けた安全安心対策のための検討

チームは、安心するために不安をどうやって

取り除くかという目的を相変わらず掲げてい

ます。実際に健康支援をどうするかを、まず

は考えるべきであろうと思うわけです。

もう 1つは、先ほども木田先生がおっしゃ

った血算等の血液検査の問題ですが、これは

早い段階から県民健康管理調査の中では考慮

されていました。避難地域以外の人たちも詳

しい血液検査を受けるとすれば、どういう基

準で受けられるのかを検討していたことが、

図表22の矢印のところに出ています。

図表21

! 神谷研二氏(福島医大副学長、広島大原医研所長)
「低線量彼ぱくのリスク管理に関するワーキンググループ」

(2011年12月)提出書面
「福島原発事故後、放射線の単位や放射線情報が氾濫した。しか

し、住民には、放射線データの意昧や評価が十分に説明され子、専

門家の意見も異なった。即ち、リスクコミュニケーションの不足が、

住民の健康に対する不安を増幅した。LNTモデルによる低線量放

射線のリスク推定は、その可能性の程度を確率的に推定するもの 1，

である。従って、リスクを確率論的に捕らえることと、リスクの比較

が重要であるが、国民はそれに慣れていない。国民もメディアも、

シロかクロかの二元論でとらえる傾向があった。これを克服する

ためには、国民全体の放射線リテラシーが必要」。

• 
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しかし、この内容は十分に明らかにされな

いまま、結局は実施されずに、今に至ってい

ます。3年経っています。これからでも十分

役に立ちますが、早い段階から検討されてい

たのに、なぜ行われなかったのかということは、

信頼回復という観点から言うと、非常に重要

な事柄ではないかと思います(図表22"J27)。

毎日新聞の日野行介さんが書かれた県民健

康管理調査の問題点についての本の中でも、

「秘密会」と言われていますが、準備会がや

や不明朗な形で行われており、その中で討議

されていたと記されています(図表28)。

そして木田先生が話された 1ミリシーベル

ト以上の人に調査を行うのが自然ではない

か。これは1999年の JCO事故の場合、そう

いう基準で、行っています(図表29)。

なぜ今回はそういうことが行われないの

か。むしろ20ミリシーベルトとか避難地域と

図表22

50 

VI.県民健康管理

調査の問題点

「健康診査J
Oふつうの健康検査に加
えて詳しい血液検査等

を行う。

。「白血球分画等の項目を上乗
せした健康診査」は誰を対象
として行うのか?

一一歩

いう判断で行われているということは、住民

の方々にとって不可解なことかと思います。

そして笹川チェルノブイリ調査、長瀧先生

が主軸となって行われたものですが、そこで

は甲状腺、血液異常、体内被ばく線量の調査

という 3つの柱があり、血液異常を調べるこ

とに大変力を入れています(図表30・31)。

その報告書には、血算の異常が報告されて

いる。しかもその理由はよくわからないとな

っています(図表32"J 34)。

このように非常に重要な科学的データがあ

り、その調査に基づいて健康支援が行われる

べきでしょうが、調査が限られた地域で不十

分にしか行われていないことは、信頼回復と

いう点から大変残念なことだと思います。

県民健康管理調査「健康診査」について

福島県では、県民の皆吉ま白健康を見守り‘栂来にわたる健康1曽il<に

つなぐことを目的に健康診車を実範レていま菅.

1 混腿区崩事の住民及び「基本調査」の結果邸璽と留められた活

圏盤調盟理璽冨-置
[健軍島直]

(1) 値~項目

主ての年齢区世について、間射ほの能宙のみならす、健珊伏181<恒国レ.生活宮

市純白予防や疾曲の恩賜尭貝、早期迫観につ耳げていくことE主践に懐古項目を股

定しております.

16 語以上についてI~. 高齢吉田医唖田置臣にl到する:5田{沼相 57 塚活穆沼田コ

害〉第20幸にEコ<rl.定健康1>芭J田陣百項目を呂志とレて、血I'T在どの追加
項目 〈以下 r追加IjI目Jという.)琶町加して実施しております.

-年齢区分別検査項目・

渋113揖181草署
回日市.南阻田市、川俣町、広野町、惜車町、 富田町、 I11向円.1<.聞町、現盟国
潤江町、司f軍将、額毘旬、伊迫市の一回【惜定置醒助長地点l困係地区〉

京2 r基本悶i!iJ田崎県由里と認められだお
1怒事P岳写事B主 m".，留置圃曙居酒佃置望ヨ岡高 ， *，寵竪話相H司闘フ 1 を車開くださ~\ )



図表23

図表24

基本調査の結果より
詳細調査を必要とす
る基準について

(第6回福島県「県
民健康管理調査」検
討委員会(卒成24年
4月26日開催)資料)

1 ' ~Uíi\lJ!l''''結果一一」ーぇ
方

(l)r白血球分画等の項目を上乗せした健康診査jの対象

・原発事故による放射線により、白血病発症リスク増大が
考えられる者

(今回の事故による被ばく線量について情報が乏し

い段階での検討)

・避難を余儀なくされ、疾病予防上不利益を被ったと考
えられる者

(通常の生活習慣リスクに加えて、炎症などの評価

も追加)

図表25

(1)被ぱく線量について

これまでのモニタリング値や避難の状況、ま

た、基本調査による推計値等から考えられる被
ばく線量及び現在得られている低線量放射線の

健康影響に関する知見を踏まえると、 健康に影

響を及ぼすリスクは、他の生活習慣と関連する

健康リスクに比べ低いと予想される。

(2)避難指示等の有無について(略)

• 

講演E 国や福島県の健康支援に信頼が得られるために

!日

[参考資料)

- 現段階で得られている被ぱく線震

1 外部敏ば〈線量雄社 (j島本調査事故佐4か月間}

lmS¥'末湖(f)7.8%)，IOmS" ま満 (!l" ."~，). 前大 23mS\'.
出先行問在地埼 U. 7 .1 7 人 {抗射線世務l~'~紐験官を『合<>の結!I~

2 飽人制抗日十

(1)γドパイザリーグループへの閉会データ (22市町村}から

'1'失値 '年HlllmS、p米湖
測定飢団の平均的た結果とItベて政値が.1;'、ケースは、

その背J，'Hc俺Fι測定在韓i脱1;能。

(2)陥島市 (l!;ホームベージ及び新聞朝liuより}

中央f.it:ffmJ O.8mSv (~1 かJl 測定で O .~mSv 揃島市)

不通切使mによるqqUJIOmS¥'以上となる制定有.

3 内部慌11'<検査

Z:t1ド6月21日、2.'(P:2月20日 22，717品測定結果

22，G91.i'. (1JfUJ%)が預託主効線抗 ImS"来尚&

JmS‘1.1色.2mS" 10名 M-iftj :JmSv 2也.

I it4'に上る内部酷1.(<
今回の'1'位1.'<.流通している汚偽されたk品を選択的にiU.位して1'(パ
たとして L.多くてt..l即日O.2.1'lmSv程度といった推計.(平成2日午

1011'11 ~Hj市 止品衛生審m会生品衛生分n会><n ~】
陰腕方式によるコープふく しまのft事検査では.肱~1 11:セシワムによ

る1年間に受ける政射線経は‘全世併で0.01、O.l.lmSv以下.(=1ープ

ふ〈しまホームベージ (2012'f-2月 IFIM軒lより}

図表26

3必要と認める基準案

(第1案)

現状では科学的・論理的に詳細調査を必要と認

める基準を設定することは困難ではあるが、既に実

施されている詳細調査の対象者を拡大する基準線

量を明示しないことは、 基本調査から詳細調査へ移

行するとしづ当初の枠組みと一貫性を欠くこととなる
ため、これまで住民の安全を確保するために国が示

4 した警戒区域等の線量基準、今回新たに当該区域
の見直しのために示された線量基準等との整合性も

鑑みた上で、 基本調査での外部被ばく推計線量の

結果が一定以上の者を、詳細調査が必要と認められ弘
た者とする。 ... 

図表27

(第2案)

現段階で得られている被ばく線量の情報からは、

外部被ぱく線量推計結果を特別な判断基準とした詳

細調査を行う必要性は認められない。基準親量設定

には科学的根拠が必要であるが、現状では明確な説

明が困難である一方、国内外において生じる影響は
非常に大きい。また、基準値を上回った住民の健康

に対する必要以上の不安を招いたり、差別などが生
じる懸念がある。更に、上記2(1)の見解との整合

性もとれないことから、この低線量領域での推計線

量の大小で区別して新たな対応をすることよりも、
全県民対象とした定期的な検診等ゃがん登録の充実

を図ることにより、長期間に渡ってフォローァe
する枠組みを設計することが重要と考えられる

11 1 
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図表28

福島原発事故:県検討委、詳細な健診対象絞る案

(毎日新聞 2013年01月30日 15時00分)

東京電力福島第1原発事故を受けて福島県が実施
している県民健康管理調査の検討委員会が昨春、住

民の健康診査の対象とする被ばく線量の基準値案と
して「事故後4カ月間で20ミリシーベルト以上」
を非公開の秘密会 (準備会)で検討していたことが

分かつた。国が定めた一般人の被ぼく限度「年間1
ミリシーベルトJと大きくかけ離れており、専門家
は「住民の健康を重視した姿勢とは思えない」と批判

判している。 日・H
図表29

OJCO臨界事故 (1999年)の場合
<対象者>

①評価推定線量が1mSvを超える者のうち健康診断を希望
する者(以下略)

く検診項目(平成23年度の例)> 
0東海村、那珂市で行われている住民検診の項目に加えて、
血液検学検査査(血(総球計数、白血球百分率、 リンパ球数) と血液
生化 コレステロール) (以下略)
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「笹川チェルノブイリ

医療協力を振り

返ってJ(笹川記念
保健協力財団、

2006年)

座談会1(2004 
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図表31

まえがき

(笹川記念予研協力財団理事長紀伊園献三)

「翌91年5月には、放射能汚染被害の大きなベラ
ノレーシ共和国、ロシア連邦、ウクライナ共和国内

の5ヶ所…で、事故時0歳"-'10歳の児童を対象にE
長盟およびを重も盛含む室健主康の調検出を中心に、 GI;:p守被爆麗
重の評価 査を5ヶ年計画で開始し
た。 J

• 
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図表32

「チェノレノノプブイイリ原リ笹発川事医故療被協災力児プのロ検ジ診ェ成ク績
“チェル ト
1991-1996"より一」

山下俊一/柴田義貞/星正治/藤村欣吾/ほか l 
『放射線科学』第42号第10号一12号

(1999年9月11月)掲載

(財)笹川記念保健協力財団 1999年12月

(:Iウ/nェirブ、サイト) .日in本fo財/se団ik図ab書u館tsu/ http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00198/ 
contents/003.htm 

-"1 
図表33

b) 白血球系の異常

白血球増多症は4，326例に認められ、検査総数の
3.6閣に相当した。この多くは好酸球増多や血小板

増化い器多感症染を伴状症等っにており、 呼吸器症状や下痢のような消
の理学的所見を考えると、小児期に多
よる反応性の症例がほとんどである。

• 
図表34

一方、 血球減少については白血球減少が609例
認められ、約半数の339例が再検可能であった
(表6)。このうち81例が白血球減少を持続してい
たが、いずれも他の血球減少は認められず、異

型細胞の出現もなく、末梢血所見のみからは特
定の疾患を同定することはできなかった。これ

ら白血球減少の原因を明らかにするには注意深

い経過観察と、今一度血液標本を見直し、場合

によっては骨髄の造血状態を検索することが必

要となってくるであろう。特に、白血球減少例

が 1996年で若干増加していることが、造血器疾

腕症の前兆となるのかどうかは今後注意す.
き点の一つである。



• 
まとめ

• 
放射能による身体への健康影響を十分に調

べずに、主に線量を調べて、安全・安心であ

ると、権威者のほうから伝える。そしてそれ

に人々が従う 。こういうやり方でよかったの

だろうかということです。そうではないので

はないかという疑問が湧いてきますので、さ

まざまな専門家のさまざまな説も出てまいり

ます。そこでよく討議をし、わからないこと

と、わかったことをはっきりさせ、その範囲

で方針を決めていくことが必要ですが、そう

いうことが十分になされてこなかったのでは

ないだろうか。被災者の主体性ということ、

あるいは被災者が参加してリスク対策がなさ

れていくということがICRP勧告等に記され

ていますが、それがなかなか実行されなかっ

た。これを進んで実行すべきであろうという

ことになります(図表35)。

具体的に何が必要であろうか。(図表36)

これは木田先生の提言の方にもっとしっかり

とした答えがあると思いますが、私なりにま

とめます。まず、県の枠を超えた検査対象地

域への支援が必要であろうということです。

作業員への健康支援を、これはデータも十分

に把握されているのかよくわからないという

図表35

まとめ

く〉十分に調べずに安全安心と権威者(専門

家)が唱えて人々を従わせるというやり方では

なく

く〉よく調べ広く討議し、分からないこと、分

かったことを明確にし

く〉被災者や市民とやりとりしながら十分な対 l円

策をとるというやり方をどのように進めていけ 111

ばよいのか? .Iil 

講演E 国や福島県の健康支援に信頼が得られるために

ことですし、何重もの下請けで、雇った人たち

なので、ちゃんとフォローされているのかと

いうことも心配です。

そして、健康支援を lつの県に投げるとい

う形で政府は対処をしてきましたが、 1つの

県、 1つの大学でこれだけの大きな課題に対

処できるのかという問題があります。それか

ら、被害はないはずという前提に立つのでは

なくて、被害がないように、増えないように

対策を講ずるということが基本であろうと思

いますが、それがきちんと行われているかど

うか疑問に思われるということです。

そして、各地域の医療資源を原発災害支援

に振り向ける。これは医師会の提案の中にも

ありますが、それも十分に行われているだろ

うか。医療費減免あるいは健康手帳等の被災

者への交付による支援というのはどうか。ま

た、異なる立場の専門家の意見も聞き、聞か

れた討議を行う。本日はそのような機会がも

てないような社会になっているのかなと思い

ますが、これからもそういう機会がますます

増えていかなくてはならないだろうと思う次

第です。

以上、やや雑ぱくな話なりましたが、これ

で私の報告を終わらせていただきます。ご清

聴ありがとうございました。

図表36

i-間関に信頼船…に
1)県の枠を超えた検査対象地域への支援を行う。

2)作業員への健康支援に本腰を入れる。

3)1県と1大学ではなく国主導での総合的な医療支援を。

4)被害はないはずという前提に立つのではなく、被害がな
いように(ふえないように)対策をとるという姿勢を示す。

5)各地域の医療資源を原発災害支援に振り向けていく。

6)医療費減免、健康手帳等の医療支援の充実。

7)異なる立場の専門からの意見も開き、聞かれた討至急.
機械を設ける。 一
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